
奈
良
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
一
年
一
月
三
十
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

奈
良
県
規
則
第
二
十
九
号

奈
良
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

奈
良
県
政
府
調
達
苦
情
検
討
委
員
会
規
則
（
平
成
二
十
四
年
十
二
月
奈
良
県
規
則
第
八
十
九
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
委
員
の
任
期
等
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

委
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
を
除
い
て
は
、
在
任
中
、
そ
の
意
に
反
し
て

罷
免
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

一

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
た
と
き
。

二

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
と
き
。

三

委
員
会
に
よ
り
、
心
身
の
故
障
の
た
め
職
務
の
執
行
が
で
き
な
い
と
認
め
ら
れ
た
と
き
、
又
は

職
務
上
の
義
務
違
反
そ
の
他
委
員
た
る
に
適
し
な
い
非
行
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
と
き
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
一
年
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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